
 

 
  

申請書の記入例や、添付書類の見本を掲載してありますので、 

ご記入にあたり、参考にしてください。 
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R3.１０版 

 

 

 

≪申請をお考えの方は･･･≫ 

 事前のご相談も随時お受けしております。その際、下記の書類をご用意

いただけますと、より具体的にお話しできますので、ご協力お願いいたし

ます。 

 

 

 

※ 上記の２つの書類は、法務局にて取得してください。 

（実際の私道申請にも必要となります。） 

北部建設事務所 下水道建設課 

 電話 ０４８－６４６－３２６２ 

南部建設事務所 下水道建設課 

 電話 ０４８－８４０－６２６３ 

１． 土地所有者の区割図（公図の写し） 

２． 登記事項証明書 又は 登記事項要約書 



○次の条件に該当する私道の場合、公共下水道管として、市で工事することが可能です。

公　道　（国・県・市道）

私　　道

さいたま市下水道部マスコットキャラクター

便所

風呂台所
浄化槽

●道路位置指定を受けている私道

又は

●分筆されている幅1.8m以上の私道

家屋が2戸(この図の実線）

以上必要です。

（建築確認申請中も可能）

北部 健一

桜 次郎
岩槻 花子

南部太郎

《宅内の排水設備については･･･》
公共下水道は、浄化槽を必要としません。

私道の下水道工事終了後に宅地内の排

水設備工事をしてください。

 
詳しくは、各建設事務所下水道管理課へ

ご相談ください。（Ｐ．9）

条件１ 私道申請可能な地域であること。
（各建設事務所下水道建設課にお問い合わせください。）（P.9）

条件２ 道路位置指定を受けていること 又は 分筆されていて、幅１．８ｍ以上であること。

条件３ 公道に面していない家屋が２戸以上あること。（下図参照）

条件４ 原則、私道所有者全員の土地使用承諾書が必要です。
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○下記の書類を提出してください。

　・　私道公共下水道敷設申請書（様式第１号）･･･別紙１

　・　私道公共下水道利用者名簿（様式第２号）･･･別紙２ 敷設する下水道を実際に利用する各家屋の代表者の
署名をお願いします。

　・　土地使用承諾書（様式第３号）　　　　　　　　　　･･･別紙３ 原則、私道所有者全員の、住所及び署名・捺印（実印）
をお願いします。

　　　　　①私道の位置図 市で用意します。

　　　　　②土地所有者の区割図（公図（写）） 私道部分の「公図の写し」を取得してください。
【資料A】

　　　　　③登記事項証明書又は　 「公図の写し」を参考に、私道部分を構成するすべての地番を
　登記事項要約書【資料B】 取得してください。（「登記事項要約書」の方が安価です。）

　　　　　④印鑑登録証明書 土地使用承諾書に添付してください。

※私道は個人の方々が所有している土地ですので、土地所有者の承諾が必要となります。
　原則、私道所有者全員の「土地使用承諾書」をそろえて下さい。

※申請受付が出来る私道については、各建設事務所 下水道建設課（P.9）にお問い合わせください。
　　・既に公共下水道が供用開始されている区域の私道。
　　・概ね１～２年後に下水道工事を予定している区域内の私道。

※審査を経て、市で工事を行う場合は「私道公共下水道整備決定通知書」、市で工事できない場合は
　　「私道公共下水道整備不可通知書」を送付します。

※私道の工事が終わりましたら、宅内の排水設備工事を行い、速やかに下水道に接続してください。
　 なお、宅地内の排水設備工事は、さいたま市排水設備指定工事店にお問い合わせください。

さいたま市下水道部マスコットキャラクター

１．申 請 書

２．添付書類

相続が発生している場合などで、登記簿上の所有者と現在の所有者が異なる
場合は、上記のほかにも各種の書類が必要となりますので、ご相談ください。

！注意！

※②・③は、さいたま地方法務局にて取得してください

「さいたま地方法務局」･･･P.8参照
・本局（代表）（管轄：さいたま市 全区）
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 様式第１号 （第４条関係）

（あ て 先）　さ い た ま 市 長

住　所 さいたま市〇〇区△△町3-1

代表者 氏　名 埼玉　太郎

電　話 ○×△（□○×）△□○×

　次のとおり公共下水道の敷設を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

（住居表示ではなく地番を記入してください）

　□　私道の位置図（案内図）　　□　土地所有者の区割り図（公図の写し）

　□　登記事項証明書又は登記事項要約書　　□　土地使用承諾書　

　□　私道公共下水道利用者名簿　　　　　　　　□　印鑑登録証明書

　□　その他　（委任状等）

ｍ  幅　　　員 ｍ  戸　　　数 戸

3番9、3番10、3番14

私 道 公 共 下 水 道 管 敷 設 申 請 書

設 置 場 所 　さいたま市

令 和 年 月 日

延　　長

添 付 書 類

私           道            の           状          況

2

〇〇区　△△町

・申請時に記入し
ていただきます。

・申請の代表者となる方を

記入してください。

・「公図」より、私道を構成し

ているすべての地番を記入

してください。
※詳細は 資料A 参照

・延長、幅員は市で記入します。

レ

※市で用意します。

※詳細は 別紙3 参照

※詳細は 別紙2 参照

・「私道公共下水道利用者名簿
（別紙2）」から使用戸数を確認し

て記入してください。

レ

レ

レ レ

・印鑑登録証明書は、私道土地所有者（個人、法人）全員分を
添付してください。

太 枠 内 を 記 入 し て く だ さ い

※詳細は 資料B 参照

別紙１

※詳細は 資料A 参照

注 本人(代表者)が手書きしない場合は、

記名押印してください。
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様式第２号（第４条関係）

  １

  ２

  ３

  ４

  ５

  ６

  ７

  ８

  ９

１０

注　本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。

私道公共下水道利用者名簿

住                            所

さいたま市〇〇区△△町３－１

さいたま市〇〇区△△町３－２

氏               名

北部　健一

南部　太郎

※戸建の場合
実際に利用する方の、「住所」「氏名」を記入してください。１戸につき、代表

者１名の記入となります。

※アパート、借家の場合
私道を使用しているアパート、借家等がある場合は、建物を所有している
方の「住所」「氏名」を記入してください。

！注意！ 公共下水道をすでに利用している場合
公道または他の私道から、既に取出し管を設置して公共下水道施設を利

用している場合は、この土地使用者名簿には「記入しない」で下さい。

既に公道からの取出し管がある方で、私道からの取出し管を
希望される場合の取出し管工事費は自己負担となります。
（公費での取出し管施工は１本のみとなります。）

別紙２
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様式第３号 （第４条関係）

　次の土地を公共下水道の敷設用地として使用することを承諾いたします。

（私道部分全ての地番を記入してください。）

（住居表示ではなく公図・登記要約書に記入されている地番を記入してください。）

なお、下記事項について遵守いたします。

１　管渠敷設のための管路用地を確保及び障害物件を排除いたします。

２　公共下水道管が敷設された当該用地上に工作物を設置する等、公共下水道

　　の維持管理上支障をきたす行為はいたしません。

３　公共下水道管理者の認める行為（当該下水道への新たな接続、改築、修繕

　　等）について、一切異議を申し立ていたしません。

４　土地の所有権を第三者に譲渡、又は所有権以外の権利を設定若しくは譲渡す

　　る場合は、譲渡人その他新たに権利を取得するものに対し、この内容を継承い

　　たします。

令和○○ 年　○○月　○○日

（あて先）　さいたま市長

土地所有者

住所 さいたま市〇〇区△△町３－１

氏名 北部　健一 実印

注　実印を押印し、印鑑登録証明書を添付すること。

土　地　使　用　承　諾　書

土地の所在 土地の地番

３番９、３番１０、３番１４

記

さいたま市

区〇〇 △△町

別紙３

（承諾書に自署・捺印した日付を記入します。）

◇私道所有者に住所の変更がある場合
「登記事項要約書に記載してある土地所有者の住所」と、「印鑑登録証明書に記載している住

所」に相違がある場合については、「登記事項要約書に記載されている住所」から「印鑑登録証明
書に記載されている住所」までの住所移転を証明する書類（住民票等）が必要となります。

◇法人が私道所有者の場合
法人が私道を所有している場合は、土地所有者の欄に法人の「住所」「法人名」を記入してくださ

い。

※当該法人が所在不明等の場合は、市にご相談ください。

◇私道に相続等が発生している場合

私道所有者の「死亡」等により、私道の土地に相続が発生している場合は、相続権利者の承諾

が必要です。詳しくは市にご相談ください。

◇その他ご不明な点は、下記へご相談ください。
各建設事務所 下水道建設課（P.9）

・印鑑証明書に記載されている

「住所」「氏名」を自署してください。

この見本例では、
【資料B】登記事項要約書見本をもとに、「北部 健一」が私道内に所有
しているすべての土地の「所在」と「地番」を記載しています。

この他に「南部 太郎」「桜 次郎」「見沼区不動産㈱」の合計４名分の
土地使用承諾書が必要となります。
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イ
ロ
ハ

2-2
2-10

2-6

5-5

5-4

3-7

5-6
ロ ハ

3-17 5-7

10-9 10-10 10-11 16-4

10-13 16-5
10-1 10-2 10-3 16-1

10-8 16-2

10-4 10-5 10-6 16-3

10-12 10-7 16-6

16-7

16-8

水 水

（注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるもの

として備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

さいたま市〇〇区△△町

 １ /  ６００

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

令和○○年○○月○○日

さいたま地方法務局○○支局

登記官　　○　　○　　　太　　　郎

5-8

3-9
3-18
5-9

3-8 3ｰ10

イ
3-12

3-11

3-2

縮　　尺 補助事項

請求

部分
所　　在 地　　番 ３番１０

15

13 14

11

3-16

2-1

12

3-13 3-153ｰ14

3-1

5-32-7

3-3

2-8　　2-9

4

5-2
2-5

5-1

公図は「さいたま地方法務局」で取得してください。

さ い た ま
地方法務局

○○支局登

・ 私道を構成している
地番は、

「３番９」
「３番１０」
「３番１４」

の３筆となります。

・私道を構成している地番
の中で、代表的なものを
取得してください。

【資料A】
公図見本
※実物はA３版です

・公図（写）の原本を申請
書に添付してください。
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登記事項要約書　土地

1 表題部 さいたま市〇〇区△△町
３番から分筆
[平成16年9月15日]

公衆用道路 ②平成17年12月27日地目変更
[平成17年8月10日]

権利部 さいたま市〇〇区△△町３－１ 持分4分の１　 北部 健一 平成17年9月15日

所有権 第32001号
さいたま市〇〇区△△町３－２ 持分4分の１　 南部 太郎 平成17年9月16日

第32010号
さいたま市〇〇区△△町３－８ 持分4分の１　 桜 次郎 平成17年9月17日

第32020号
さいたま市〇〇区□□町８－８持分4分の１ 見沼区不動産株式会社 平成17年9月18日

第32030号
債権部 3 北部健一持分抵当権設定 債権額　金1,000万円

乙　区 第32002号

債権者　さいたま市大宮区大門町1000番地

　北部　健一

抵当権者　さいたま市○○区○○町○○○番地

　株式会社　○○○○銀行

（取扱店　○○支店）

共同担保　目録（ふ）第00000号

4 西区次郎持分抵当権設定 債権額　金1,000万円

第32011号 第32021号

債権者　さいたま市大宮区大門町200番地

　西区　次郎

抵当権者　さいたま市○○区○○町○○○番地

　○○○○信用保証株式会社

（取扱店　○○支店）

共同担保　目録（ふ）第00000号

平成17年9月15日

平成17年9月15日

宅地３番９ 6 00

ここでは、「さいたま市〇〇区△△町３
番９」について、見本として掲載しました。

この場合、所有者は「北部 健一」「南
部 太郎」「桜 次郎」の３個人と「見沼区
不動産株式会社」の1法人となり、合計４
名（個人、法人）になります。

｢登記事項証明書｣ または ｢登記事項要約書｣を さいたま地方
法務局 で取得してください。
ここでは、「登記事項要約書」を例として説明します。

（参考までですが「登記事項要約書」の方が安価です。）

私道の「所在地名」

【資料B】
登記事項要約書見本

※実物はA４版です

！注意！
この例中の私道は、「３番９」のほかに「３番１０」、「３番１４」で構成され
ているので、合計３筆分の登記事項要約書が必要となります。
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